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問い合わせ　環境保全課　　229－3398　　229－3354

　空き家・空き地に関する相談の中で多いのが家
屋の損壊、雑草の繁茂です。家屋の損壊について
は「空家等対策の推進に関する特別措置法」、空
き地の雑草の繁茂については「津市廃棄物の減量

及び処理等に関する条例」に基づいて、所有者な
どに改善を繰り返し依頼しますが、改善に応じて
もらえないときは、勧告や命令などの措置を行う
場合もあります。

見てみよう！相談したあとの流れ
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出典：消防科学総合センター
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　　空き地の雑草などについて相談した場合ケース2

　　空き家について相談した場合ケース１
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特定空家等に
対する措置

空き地が

雑草でいっぱい 枯草で火事に

ならないか

心配だなぁ

相談者 市職員 相談者

ご相談・お問い合わせ先

環境保全課
２２９ー３３９８ ２２９ー３３５４

または各総合支所地域振興課へ

所有者に改善を依頼！

空き地の情報も管理！

近所の空き家が
壊れそうで不安…

詳しく調べて
みます

あら、解体作業を
しているわ。
これで安心ね。

所有者が草を
刈ってくれたんだ。
スッキリしたなぁ。

近くの空き地が
雑草でいっぱい…

所有者に連絡を
取ってみます

空き家に不審者が
出入りして
いるようだ…

空き家・空き地でお困りの人は、ぜひご相談ください！

通学路沿いの

空き家が倒れそうで

こわいよ


